
質問に対する回答（令和５年４月 28日更新分） 

調達件名：令和５年度札幌市心のバリアフリー推進事業運営業務 

 質問内容 回答 

No.1 対面形式の研修で利用する会場について 業務仕様書

には下記の様に記載がありますが、｢委託者が用意する

ものとする｣というのは、会場手配及び料金の支払いを

合わせてのことでしょうか。また、会場手配を受託者

がするとしたら、考慮して頂けることはあるのでしょ

うか。（札幌市の施設～エルプラザ、札幌市社会福祉協

議会、市民交流プラザ等）は札幌市の事業ということ

での申込は可能ですか。その際に考慮して頂けること

はありますか。（料金の支払い期日及びキャンセル料、

空きがあれば優先的に予約できるなど） 

 

（以下、業務仕様書より） 

６ 委託料に含まれる経費 

心のバリアフリー研修の実施に伴 一切の費用 

ただし、対面での研修における会場は、市民向け研

修１回、企業向け研修１回の計２回については、委

託者が用意するものとする。 

委託者が会場手配及び料金の支払いを行います。 

No.2 1 講座 2 時間程度とありますが、親子向けも対象に

なりますか。子どもさんには 2 時間は長いように考え

ます。 

時間については目安ですので、研修内容等に合わせて設定

したものをご提案ください。 

No.3 企業出張講座は対面・オンラインのどちらも可能で

すか。 

企業・地域団体等への出前研修の実施についてのご質問で

あることを前提にお答えします。上記研修の実施については、

求めに応じて対面・オンラインのどちらでも可能です。 

 


